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北海道千歳リハビリテーション大学における研究活動上の不正行為に 

関する規程 

平成29年２月25日 

理事会規程第63号 

(目的) 

第 1条 この規程は，北海道千歳リハビリテーション大学(以下「本学」という。)における不

正行為の防止及び不正行為があった場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第 2条 この規程において「役職員等」とは，次の各号に掲げる者及びこれらの者であった者

をいう。 

(1) 理事，評議員及び教職員

(2) 学部学生，聴講生，科目等履修生その他の本学において修学している者

(3) 研究生，受託研究員その他の本学において研究に従事している者

2 この規程において「不正行為」とは，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 研究活動上の行為であって，捏造(存在しないデータ，研究結果等を作成することをい

う。)，改ざん(研究資料，機器及び過程を変更する操作を行い，データ，研究活動によっ

て得られた結果等を真正なものでないものに加工することをいう。)，盗用(他の者のアイ

デア，分析方法，解析方法，データ，研究結果，論文又は用語を，当該者の了解又は適切

な表示なく流用することをいう。)及びこれらの行為の証拠を隠滅し，又は立証を妨げる

もの。ただし，故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされたものを除く。 

(2) 研究活動上の行為であって，二重投稿(他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質

的に同じ論文を投稿することをいう。)，不適切なオーサーシップ(論文著作者が適正に公

表されないことをいう。)及びこれらの行為の証拠を隠滅し，又は立証を妨げるもの。ただ

し，故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされたものを除く。 

 (役職員等の責務) 

第 3条 役職員等は，倫理観の涵養及び保持に努めるとともに，不正行為を行ってはならない。 

2 研究に従事する役職員等は，本学が実施する研究者等に求められる倫理規範を修得等させ

るための教育(以下「研究倫理教育」という)を受講するものとする。 

3 役職員等は，職務上直接の指示命令を行う者について，当該者が不正行為を行うことのな

いよう，適切に監督するものとする。 

4 役職員等が不正行為を行った場合は，当該不正行為を行った者がその責任を負うものとす

る。 

(研究不正対応最高管理責任者) 

第 4条 本学における不正行為の防止等に関する総括を行う者として，本学に，研究不正対応

最高管理責任者(以下「最高管理責任者」という。)を置き，学長をもって充てる。 
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2 最高管理責任者は，不正行為を防止するための対策の基本方針(次条において「基本方針」

という。)を策定するとともに，適切な措置を講じるものとする。 

3 最高管理責任者は，次条に規定する研究不正対応統括管理責任者及び第 6 条に規定する研

究倫理教育責任者が責任を持って研究倫理教育を行うことができるよう，必要な措置を講ず

るものとする。 

 

(研究不正対応統括管理責任者) 

第 5条 本学に，最高管理責任者を補佐し，本学における不正行為の防止及び不正行為があっ

た場合の措置について統括する者として，研究不正対応統括管理責任者(以下「統括管理責

任者」という。)を置き，副学長をもって充てる。 

2 統括管理責任者は，基本方針に基づき，研究倫理教育プログラムその他の本学全体の具体

的な対策を策定及び実施するとともに，その実施状況を確認し，最高管理責任者に報告する

ものとする。 

3 統括管理責任者は，役職員等が不正行為を行った場合には，厳正に対処するものとする。 

 

(研究倫理教育責任者) 

第 6条 部局等における不正行為の防止及び公正な研究活動を促進するための研究倫理教育を

実施する責任者として，学部に，研究倫理教育責任者を置き，学部長をもって充てる。 

2 研究倫理教育責任者は，統括管理責任者の指示に基づき，研究活動に関わる全ての役職員

等に対し，研究倫理教育を行わなければならない。 

 

(研究データの保存及び開示) 

第 7条 研究活動に関わる全ての役職員等は，その研究データを一定期間保存し，必要な場合

に開示しなければならない。 

2 保存又は開示する研究データの内容，保存期間，保存方法及び開示方法等については，デー

タの性質や研究分野の特性を踏まえ，最高管理責任者が別に定める。 

 

(申立て及び情報の提供) 

第 8条 何人も，本学において不正行為があることを疑うに足りる事由を知ったときは，当該

不正行為の事実を調査させるため，最高管理責任者に対し，当該不正行為に関する申立てを

し，又は情報の提供を行うことができる。 

 

(申立ての方法) 

第 9条 前条の申立ては，原則として次に掲げる事項を明らかにした書面を次条第 1項の窓口

を経由して提出することにより行うものとする。 

(1) 申立てをする者の氏名又は名称及び住所 

(2) 不正行為を行った疑いがある役職員等(以下「被申立者」という。)の氏名 

(3) 不正行為の態様及び内容 

(4) 不正行為とする科学的かつ合理的な理由 

 



- 3 - 

 

(5) 第 11条第 1項本文の規定により氏名，住所その他の申立てをした者を識別することが

できる事項を明らかにしないことについての希望の有無 

2 前項の書面の提出は，郵便を利用する方法，ファクシミリを利用してする送信の方法又は

電子メールの送信の方法により行うことができるものとする。 

 

(不正行為申立て窓口) 

第 10 条 本学に，申立て及び申立ての意思を明示しない相談を受け付けるため，不正行為申

立て窓口(以下「窓口」という。)を設置する。 

2 窓口は，弁護士である者に委嘱する。 

3 窓口は，第 1 項の規定による申立ての意思を明示しない相談を受けたときは，その内容に

ついて統括管理責任者に適宜の方法により報告するものとする。 

4 統括管理責任者は，前項の報告を受けたときは，その内容について確認し，相当の理由があ

ると認めた場合は，窓口を経由して，相談者に対し，申立ての意思の有無について確認する

ものとする。 

5 前項の規定による確認の結果，相談者に申立ての意思がある場合には，統括管理責任者は，

窓口を経由して，相談者に前条に定める書面の提出を求めることができる。 

6 窓口は，前条第 1 項の規定による申立てを受けたときは，同項の書面を統括管理責任者に

送付するものとする。 

 

(氏名等の秘匿を希望した申立者) 

第 11 条 第 9 条第 1 項に規定する申立てをした者は，その希望により，窓口として委嘱され

た者以外の者に氏名，住所その他の当該申立てをした者を識別することができる事項を明ら

かにしないことができる。ただし，当該申立てが，第 17 条第 3 項に該当する場合は，この

限りではない。 

2 次条第 1 項に規定する情報の提供を行った者は，氏名，住所その他の当該情報の提供を行

った者を識別することができる事項を明らかにしている場合には，その希望により，当該情

報の提供を受けた者，最高管理責任者，統括管理責任者及び窓口として委嘱された者以外の

者に氏名，住所その他の当該情報の提供を行った者を識別することができる事項を明らかに

しないことができる。ただし，当該申立てが，第 17条第 3項に該当する場合は，この限りで

はない。 

 

(情報の提供) 

第 12 条 第 9 条第 1 項に規定する書面によらないで，又は同項に規定する窓口を経由しない

で，本学に対し不正行為に関する情報の提供があった場合には，当該情報の提供を受けた者

は，速やかに当該情報の提供を受けた旨を統括管理責任者に通知するものとする。 

2 統括管理責任者は，前項の規定による通知を受けた場合で，同項に規定する情報の提供を

行った者が氏名，住所その他の当該情報の提供を行った者を識別することができる事項を明

らかにしているときは，第 9条第 1項各号に掲げる事項を確認するものとする。 
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(予備調査) 

第 13条 統括管理責任者は，第 10条第 6項の規定による書面の送付又は前条第 1項の規定に

よる通知を受けた場合において同項の情報の提供が合理性を有する内容のものであると認

めるときは，不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し，予備調査を行う

ものとする。 

2 前項の調査は，第 15条第 1項各号に掲げる委員のうち，統括管理責任者が指名する委員が

行うものとする。 

3 第 1 項の調査は，次に掲げる方法により，申立ての内容の合理性及び客観的な資料により

検証することができるかどうかについて調査するものとする。 

(1) 申立者(第 8条の規定により申立てをした者であって，氏名，住所その他の当該申立て

をした者を識別することができる事項を明らかにしているものをいう。以下同じ。)，被申

立者その他の関係者(以下「関係者」という。)からの証言の聴取 

(2) 申立てに係る不正行為を疎明するに足りる実験ノート，実験記録その他データ等の検

証 

(3) 申立てに係る不正行為に関する研究報告の原稿，発表記録等の検証 

(4) 申立てに係る研究に関する資金の検証 

(5) その他調査委員会が必要と認めた方法 

4 第 1項の調査は，第 10条第 6項の規定による書面の送付又は前条第 1項の規定による通知

を受けた日から概ね 30日以内に終了するものとする。 

 

(調査の要否の決定) 

第 14 条 統括管理責任者は，前条の予備調査の終了後，調査を行うかどうかを速やかに決定

し，併せて最高管理責任者へ報告するものとする。 

2 統括管理責任者は，前項の規定による調査を行うことを決定したときは，30 日以内を目途

に調査委員会において，当該調査を行うものとする。 

3 統括管理責任者は，第 1 項の規定による調査を行うことを決定したときは，その旨並びに

調査委員の所属及び氏名を，次に掲げる者に書面により通知するものとする。この場合にお

いて，統括管理責任者は，第 11条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別す

ることができる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を

経由して行うものとする。 

(1) 申立者 

(2) 被申立者 

(3) 被申立者の所属する専攻等の長 

(4) 被申立者の所属する機関の長(被申立者が第 2条第 1項各号に掲げる者であった者であ

る場合を除き，被申立者に当該機関に所属する者がある場合に限る。第 19条及び第 23条

において同じ。) 
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4 前項の通知を受けた申立者及び被申立者が，調査委員会の委員に，委員として適当でない

者が含まれていると思料する場合は，統括管理責任者に対し，前項の通知を受け取った日か

ら 7日以内に異議申立てをすることができる。この場合において，第 11条各項本文の規定に

より氏名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望し

た申立者は，窓口を経由して異議申立てを行うことができるものとする。 

5 統括管理責任者は，前項の異議申立ての内容を審査し，その内容が妥当であると判断した

ときは，当該異議申立てに係る委員を変更するものとする。 

6 統括管理責任者は，前項の規定により委員の一部を変更した場合は，その旨を申立者及び

被申立者に通知するものとする。この場合において，統括管理責任者は，第 11条各項本文の

規定により氏名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを

希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由して行うものとする。 

7 統括管理責任者は，第 1 項の規定による調査を行わないことを決定したときは，理由を付

してその旨を申立者に通知するとともに，申立てに係る研究に関する資料を保存し，申立者

並びに公募型研究資金等の配分を行う機関及び当該公募型研究資金等を所管する中央省庁

(以下「資金配分機関」という。)の求めに応じ開示するものとする。この場合において，統

括管理責任者は，第 11条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別することが

できる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由して

行うものとする。 

8 統括管理責任者は，第 2 項の規定により調査を行うことを決定した場合で，申立ての内容

に第 2 条第 2 項第 1 号に掲げるものが含まれているときは，資金配分機関及び文部科学省へ

調査を行う旨を報告するものとする。 

 

(調査委員会) 

第 15 条 調査委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。ただし，調査対象となる事案に

ついて，特別の事情があると統括管理責任者が認める場合には，第 2号又は第 3号の委員を

除いて組織することができる。 

(1) 最高管理責任者が指名する統括管理責任者以外の者 

(2) 統括管理責任者が指名する役職員 若干名 

(3) 弁護士等の学外の有識者 若干名 

(4) その他統括管理責任者が必要と認めた者 

2 前項第 3号の委員の数の合計は，調査委員会の委員の半数以上でなければならない。 

3 第 1項第 2号から第 4号までの委員は，学長が委嘱する。 

4 申立者又は被申立者と利害関係を有する者は，調査委員会の委員となることができない。 

5 調査委員会に委員長を置き，第 1項第 1号の委員をもって充てる。 

 

(調査委員会による調査) 

第 16条 調査委員会は，次に掲げる事項について調査を行うものとする。 

(1) 不正行為の有無 

(2) 不正行為の内容 

(3) 不正行為に関与した者及びその関与の度合い 
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(4) 当該研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割 

2 第 14条第 1項の調査は，申立てに係る研究に関する論文，実験ノート，観察ノート，デー

タその他の資料の検証及び関係者の証言の聴取により行うこととする。 

3 調査委員会は，被申立者に対し，申立てに係る研究に関する実験等(以下「再実験」という。)

を行うことを要請することができる。 

4 本学は，調査委員会が被申立者に対し，前項の規定による再実験を行うことを要請した場

合には，再実験を行うために必要な期間を与え，経費及び場所等を提供することができるも

のとする。 

5 再実験は，調査委員会の指導及び監督の下に実施されなければならない。 

 

(調査委員会による認定) 

第 17条 調査委員会は，第 14条第 1項の調査の開始後概ね 150日以内に，不正行為に該当す

るかどうかについての認定を行うものとする。ただし，前条第 3項による再実験を行った場

合は，その再実験に要した期間は本条本文に定める期間としては算入しないものとする。 

2 前項の認定に際しては，前条第 1項に掲げる事項を明らかにするものとする。 

3 調査委員会は，不正行為に該当しないと認定した場合であって，調査の過程で申立てが悪

意(被申立者を陥れるため，又は被申立者が行う研究を妨害するためなど，専ら被申立者に何

らかの損害を与えることや被申立者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意

思をいう。第 20 条第 2 項において同じ。)に基づくものであると判明したときは，併せてそ

の旨の認定を行うものとする。 

4 調査委員会委員長は，第 1 項の規定により調査委員会が認定を行ったときは，速やかに当

該調査の内容に係る調査報告書を作成し，これに，申立てに係る不正行為に関する資料を添

えて，最高管理責任者に報告するものとする。 

 

(資金配分機関等への報告) 

第 18条 最高管理責任者は，第 14条第 8項に規定するときにあっては，前条第 4項に規定す

る調査報告書により資金配分機関及び文部科学省へ報告するものとする。 

 

(認定結果の通知) 

第 19 条 最高管理責任者は，第 17 条第 4 項の規定による報告を受けたときは，書面をもっ

て，次の各号に掲げる者に対して認定の結果を通知するものとする。この場合において，最

高管理責任者は，第 11 条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別すること

ができる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由し

て行うものとする。 

(1) 申立者 

(2) 被申立者(被申立者以外で不正行為に関与したものと認定された者を含む。以下同じ。) 

(3) 被申立者の所属する部局等の長 

(4) 被申立者の所属する機関の長 

(5) 申立者の所属する専攻等の長 

(6) 申立者の所属する機関の長 
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(不服申立て) 

第 20条 第 14条第 1項の調査の結果，不正行為として認定された被申立者は，統括管理責任

者に対し，第 19条前段の規定による通知を受けた日の翌日から起算して 30日以内に，当該

認定についての不服申立てをすることができる。 

2 第 14条第 1項の調査の結果，申立てが悪意に基づくものであると認定された申立者は，統

括管理責任者に対し，第 19 条前段の規定による通知を受けた日の翌日から起算して 30 日以

内に，当該認定についての不服申立てをすることができる。 

3 前 2項の不服申立ては，一の事由につき 1回に限り行うことができるものとする。 

 

(不服申立ての方法) 

第 21 条 前条の不服申立ては，次に掲げる事項を明らかにした書面を提出することにより行

うものとする。 

(1) 不服申立てをする者の氏名又は名称及び住所 

(2) 認定の内容 

(3) 再調査を必要とする科学的かつ合理的な理由 

2 前項の書面の提出は，郵便を利用する方法，ファクシミリを利用してする送信の方法又は

電子メールの送信の方法により行うことができるものとする。 

 

(不服申立てについての資金配分機関等への報告) 

第 22 条 統括管理責任者は，第 14 条第 8 項に規定する場合であって，第 20 条第 1 項又は第

2 項の不服申立てを受けたとき及び第 24 条本文の再調査を行わせるとき又は不服申立てを

却下したときは，資金配分機関及び文部科学省へ報告するものとする。 

 

(不服申立ての通知) 

第 23条 統括管理責任者は，第 20条第 1項又は第 2項の不服申立てを受けたときは，その旨

を次に掲げる者に書面により通知するものとする。この場合において，統括管理責任者は，

第 11 条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明

らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由して行うものとする。 

(1) 申立者 

(2) 被申立者 

(3) 被申立者の所属する部局等の長 

(4) 被申立者の所属する機関の長 

(5) 申立者の所属する専攻等の長 

(6) 申立者の所属する機関の長 
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(認定についての再調査) 

第 24条 統括管理責任者は，第 20条第 1項又は第 2項の不服申立てを受けたときは，当該不

服申立てに係る認定についての再調査を，第 14 条第 1 項の調査を行った調査委員会に行わ

せるものとする。ただし，統括管理責任者が公平性を確保するため必要，又は新たに専門性

を要する判断が必要と認めたときは，調査委員会の委員のうち，第 15 条第 1 項第 2 号から

第 4号までの者の全部又は一部の者を変更することができるものとする。 

2 調査委員会は，再調査を行うに当たっては，不服申立てをした者に対し，第 14 条第 1 項 

の調査の結果を覆すに足る資料の提出その他当該事案の速やかな解決に必要な協力を求める

ものとし，不服申立てをした者が必要な協力を行わないときは，再調査を行わず，又は打ち

切ることができる。 

 

(再調査による確認又は認定) 

第 25条 調査委員会が再調査を開始した場合は，不服申立てを受けた日から概ね 50日以内に

再調査を終了するものとする。この場合において，調査委員会は，再調査の結果，最初の認

定を正当と認めるときは，これを確認するものとし，不当と認めるときは，最初の認定を修

正し，又はこれに代えて新たな認定を行うものとする。 

2 前項の規定にかかわらず，第 20条第 2項の不服申立てに係る認定についての再調査は，不

服申立てを受けた日から概ね 30日以内に再調査を終了するものとする。 

 

(再調査による確認又は認定の結果の報告) 

第 26 条 統括管理責任者は，前条の規定による確認又は認定の結果を速やかに最高管理責任

者に報告するものとする。 

 

(再調査による確認又は認定の結果の資金配分機関等への報告) 

第 27条 最高管理責任者は，第 14条第 8項に規定する場合であって，前条の規定による報告

を受けたときは，第 25 条の規定による確認又は認定の結果を資金配分機関及び文部科学省

へ報告するものとする。 

 

(再調査による確認又は認定の結果の通知) 

第 28条 最高管理責任者は，前条の規定による報告を受けたときは，第 23条各号に掲げる者

に対して，確認又は認定の結果を書面により通知するものとする。この場合において，最高

管理責任者は，第 11 条各項本文の規定により氏名，住所その他の申立者を識別することが

できる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは，窓口を経由して

行うものとする。 

 

(申立者等の保護) 

第 29 条 最高管理責任者は，申立てをしたことを理由として，申立者に対し不利益な取扱い

をしてはならない。 

2 最高管理責任者は，被申立者が申立てをされたことを理由として，被申立者の研究活動が

全面的に停止される等被申立者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 
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3 最高管理責任者は，調査に対する協力その他の不正行為に関して正当な対応をしたことを

理由として，当該対応をした者に対し不利益な取扱いをしてはならない。 

4 最高管理責任者は，申立てに係る認定が第 17条第 3項に該当する場合を除き，最高管理責

任者，統括管理責任者及び調査委員会の委員以外の者に，第 11条各項本文の規定において氏

名，住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望しなかっ

た者を特定できないように配慮しなければならない。 

 

(調査への協力) 

第 30条 関係者は，調査に対し誠実に協力しなければならない。 

 

(資金配分機関への情報提供等) 

第 31条 最高管理責任者は，第 14条第 8項に規定するときにあっては，調査に支障を来す等

正当な事由がある場合を除き，調査に係る進捗状況の報告，資料の供閲及び提出並びに現地

調査等の資金配分機関からの要請に応じるものとする。 

 

(秘密保持義務) 

第 32条 窓口として委嘱された者，第 12条第 1項に規定する情報の提供を受けた者及び調査

委員会の委員その他の者は，不正行為に関して知り得た情報を漏らしてはならない。 

 

(公表) 

第 33条 最高管理責任者は，不正行為(第 2条第 2項第 1号に掲げるものに限る。以下この条

において同じ。)があったものと認定した場合(第 20条第 1項の不服申立てを受けたときは，

第 25条の確認又は認定を行った場合)は，合理的な理由のため公表を控える必要があると認

めた場合を除き，速やかに調査結果を公表するものとする。この場合において，公表する内

容は，不正行為に関与した者の所属及び氏名，不正行為の内容，公表時までに行った措置の

内容，調査委員の所属及び氏名並びに調査の方法及び手順とすることを基本とし，その他の

情報についても特に公表を控える必要があると認められる場合を除き，公表するものとする。 

2 最高管理責任者は，不正行為がなかったものと認定した場合は，原則として，申立てに係る

公表は行わない。ただし，認定前に当該申立ての内容が学内(調査委員会の委員を除く。)若

しくは学外に漏えいした場合又は論文等に故意によるものではない誤りがあった場合は，不

正行為がなかったことその他の必要な事項を公表するものとする。 

3 最高管理責任者は，申立てに係る認定が第 17条第 3項に該当する場合は，第 1項の規定に

準じ公表するものとする。 

 

(不正行為等に対する措置) 

第 34 条 最高管理責任者は，不正行為があったものと認定した場合又は申立てに係る認定が

第 17 条第 3 項に該当する場合で，処分又は研究環境の改善を行うことが必要であると認め

たときは，必要な措置を講じるものとする。 
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(雑則) 

第 35 条 この規程に定めるもののほか，不正行為の防止及び不正行為があった場合の措置に

ついて必要な事項は，学長が定める。 

 

附 則 

この規程は，平成 29年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成 29年 7月 29日から施行し，平成 29年７月１日から適用する。 

 

 


